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新デリバティブ売買システム導入に伴う先物・オプション取引制度の追加改正事項について（案） 

平成 22 年３月 16 日 

株式会社大阪証券取引所 

項  目 内     容 備  考 

 

Ⅰ 趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 改正概要 

１ 先物・オプション取引に

係る場間の廃止 

 

 

 

 

２ 日経 225mini へのシリ

アル限月取引の導入 

 

 

・ 当社は，日本の株式市場の昼休み時間帯における経済情勢・他のアジ

ア市場の動向等に対応したヘッジ取引等に対するニーズが拡大してき

ていることを踏まえて，先物・オプション取引における午前立会と午

後立会の間の時間帯（以下「場間」という。）を廃止することとする。

・ また，日経 225 オプション取引の四半期限月取引以外の限月取引（以

下「シリアル限月取引」という。）に係るデルタヘッジ取引をより効率

的に行うことができるよう，日経 225mini についてもシリアル限月取

引を導入することとする。 

 

 

・ 先物・オプション取引について，午前立会と午後立会の場間を廃止し，

日中は「１場制」とする。 

・ これに伴い，午前立会終了から午後立会開始までの間の午前立会のＶＷ

ＡＰ又はＶＷＡＰ±手数料相当額によるＪ－ＮＥＴデリバティブ取引

を廃止するなど所要の改正を行う。 

 

・ 日経 225 mini について，３月，６月，９月及び 12 月のうち直近２か

月と当該月以外の直近の３か月の各月の第二金曜日の前営業日に終了

する取引日を取引最終日とする５限月取引制とする。 

 
 
 

 

 

・ 四半期限月取引とは，３月，

６月，９月及び12月の各限

月取引をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ シリアル限月取引の取引最

終日及び SQ 算出日並びに

SQ は，日経 225 オプショ
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項  目 内     容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 実施日 

 

・ 各限月取引の期間は，３月，６月，９月及び12月の各限月取引につい

ては６か月，１月，４月，７月及び10月の各限月取引については５か

月，その他の各限月取引については４か月とする。 

 

 

 

 

・ 新デリバティブ売買システムの稼働日から実施するものとする。 

ン取引における同じ限月取

引に係る日及び数値と同じ

とする。 
・ シリアル限月の清算数値の

決定方法は，他の株価指数

先物取引と同様とする。 
 
・ 新デリバティブ売買システ

ム稼働時期：平成 22 年度

第４四半期目途。 
 

以  上 


